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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年６月２日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、売出券面額の総額、売出価額の総額および利

率が決定しましたので、関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま

す。

 

２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

第２　売出要項

１　売出有価証券

売出社債（売出短期社債を除く。）

 

３ 【訂正箇所】

訂正を要する箇所および訂正した箇所には下線を付しております。

 

 

第一部【証券情報】

 

第２【売出要項】
 

１【売出有価証券】

 

【売出社債（売出短期社債を除く。）】
 
＜訂正前＞

銘　柄
ゴールドマン・サックス・インターナショナル2019年６月26日満期ユーロ円建

社債（以下「本社債」といいます。）（注２）

売出券面額の総額

又は

売出振替社債の総額

20,000,000,000円（予

定）（注３）
売出価額の総額

20,000,000,000円（予

定）（注３）

売出しに係る社債

の所有者の住所及

び氏名又は名称

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「売出人」といいます。）

記名・無記名の別 記名式 各社債の金額 100万円

償還期限
2019年６月26日

(以下「満期日」といいます。)

利　　率
年率（未定）％（年率0.30％から0.50％を仮条件とします。）（以下「利率」と

いいます。）（注３）

利 払 日

利息は2014年６月26日（同日を含みます。）（以下「利息開始日」といいま

す。）から満期日（同日を含みません。）までの期間、本書に記載の適用され

る利率でこれを付し、2014年12月26日を初回として、毎年６月26日および12月

26日（以下それぞれ「利払日」といいます。）の年２回、日本円で後払いしま

す。利払日が営業日（以下に定義します。）ではない場合、かかる利払日は翌

営業日まで延期されます（ただし、延期した利払日が翌暦月になる場合は、直

前の営業日とします。）。なお、かかる調整は、利息計算期間（以下に定義し

ます。）および利払日に支払われるいずれの利息金額（以下に定義します。）

にも影響を及ぼしません。
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（注１）ゴールドマン・サックス・インターナショナルは、日本における売出人に転売するためにディーラーとして本社債を取

得します。

（注２）本社債が金融商品取引所に上場される予定はありません。

（注３）ユーロ市場において発行される本社債の元本総額は20,000,000,000円（予定）です。本社債の未確定の条件は、条件決

定日（2014年６月13日（予定））に、本社債の売出しの市場における需要を勘案した上で決定されます。したがって、

市場における需要の状況によっては、最終的に決定され訂正有価証券届出書により特定される本社債の売出券面額の総

額、売出価額の総額および利率は、上記の値と大幅に異なるものとなる可能性があります。本社債の償還に際して支払

われる金額は各本社債の券面額の100％です。

 

（後略）

 

＜訂正後＞

銘　柄
ゴールドマン・サックス・インターナショナル2019年６月26日満期ユーロ円建

社債（以下「本社債」といいます。）（注２）

売出券面額の総額

又は

売出振替社債の総額

4,800,000,000円（注３） 売出価額の総額 4,800,000,000円（注３）

売出しに係る社債

の所有者の住所及

び氏名又は名称

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「売出人」といいます。）

記名・無記名の別 記名式 各社債の金額 100万円

償還期限
2019年６月26日

(以下「満期日」といいます。)

利　　率 年率0.40％（以下「利率」といいます。）

利 払 日

利息は2014年６月26日（同日を含みます。）（以下「利息開始日」といいま

す。）から満期日（同日を含みません。）までの期間、本書に記載の適用され

る利率でこれを付し、2014年12月26日を初回として、毎年６月26日および12月

26日（以下それぞれ「利払日」といいます。）の年２回、日本円で後払いしま

す。利払日が営業日（以下に定義します。）ではない場合、かかる利払日は翌

営業日まで延期されます（ただし、延期した利払日が翌暦月になる場合は、直

前の営業日とします。）。なお、かかる調整は、利息計算期間（以下に定義し

ます。）および利払日に支払われるいずれの利息金額（以下に定義します。）

にも影響を及ぼしません。

 

（注１）ゴールドマン・サックス・インターナショナルは、日本における売出人に転売するためにディーラーとして本社債を取

得します。

（注２）本社債が金融商品取引所に上場される予定はありません。

（注３）ユーロ市場において発行される本社債の元本総額は4,800,000,000円です。本社債の償還に際して支払われる金額は各

本社債の券面額の100％です。

EDINET提出書類

ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)

訂正有価証券届出書（通常方式）

3/4



 

 

（後略）

 

EDINET提出書類

ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)

訂正有価証券届出書（通常方式）

4/4


	表紙
	本文
	１有価証券届出書の訂正届出書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所
	第一部証券情報
	第２売出要項


	１売出有価証券
	売出社債（売出短期社債を除く。）


